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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年４月２２日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県赤
あ

穂
こう

市赤穂港南方沖 

 赤穂御埼灯台から真方位１９６°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４１.６′ 東経１３４°２３.８′） 

事故の概要  セメント運搬船大
たい

翔
しょう

丸は、錨泊中、また、プレジャーボート智
とも

丸

は、南東進中、智丸が大翔丸に衝突した。 

 智丸は、船長Ｂが負傷し、船首部に圧壊を生じ、また、大翔丸は、

右舷船首部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ セメント運搬船 大翔丸、４,０５７トン 

   １４２７８７、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機 

構、大窯汽船株式会社 

   ９５.９７ｍ×１７.００ｍ×８.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,２５０kＷ、平成２８年９月６日 

Ｂ プレジャーボート 智丸、２.６トン 

   ２７１－３８６５８兵庫、個人所有 

   ６.４５ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.９９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１４７.１kＷ、平成２７年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

   三級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６３年１１月１６日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成２５年６月１８日 

 免状有効期間満了日 平成３０年１１月１５日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年９月２８日 

    免許証交付日 平成２５年５月２０日 

           （平成３０年９月２７日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊（全損） 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 なし、視程 約５０～１００ｍ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

瀬戸内海には、４月２２日０２時２０分に海上濃霧警報が発表さ

れ、また、赤穂市及び姫路市には、０３時１０分に濃霧注意報が発表

され、本事故時それぞれ継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、空船の状態で積荷役待機の目

的で、平成３０年４月２２日０１時１０分ごろ、赤穂港南方沖におい

て左舷錨を投下して錨鎖６節を伸出し、錨泊中であることを示す法定

灯火を表示したほか、船首部及び船尾部に設置された作業灯などをそ

れぞれ点灯し、船橋を無人として錨泊していた。 

船長Ａは、２２日０８時３０分ごろ昇橋して周囲を確認したとこ

ろ、霧で視程が約１００ｍであることを確認した。 

Ａ船は、１４時４０分ごろ抜錨し、積荷役の目的で赤穂港内の岸壁

へ着岸作業中、船長Ａが、運航会社の担当者から、Ｂ船が錨泊中のＡ

船に衝突したのでＡ船の船体を確認するよう連絡を受けた。 

船長Ａは、着岸後に交通艇を降ろして船体を確認したところ、右舷

船首部外板に凹損等が生じているのを発見し、船舶電話で運航会社、

船舶所有者及び海上保安庁に本事故の発生をそれぞれ連絡した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣りの目的で、０６時０５分ご

ろ、姫路市院
いん

下
げ

島北方沖の釣り場へ向けて赤穂港を出港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、操縦席に腰を掛け、左手で舵輪を、右手でスロ

ットルレバーを持ち、赤穂港南方沖を約２０ノット(kn)の速力（対地

速力、以下同じ。）で手動操舵により南東進した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、ＧＰＳプロッター及び目視で前路を確認しなが

ら航行中、前路に他船を認めなかったので、前路に航行の支障となる

他船はいないと思い、ＧＰＳプロッターのそばに置いていた朝食用の

おにぎりを左手で取り、包装を取って口に入れようとしていたとこ

ろ、船首方が突然暗くなったので危険を感じ、スロットルレバーを前

進から中立に戻したものの、０６時２０分ごろ、その船首部が船首を

西方に向けていたＡ船の右舷船首部に衝突した。 

船長Ｂは、衝突の衝撃で顔面をＧＰＳプロッターに打ち付けた。 

船長Ｂは、操縦室を出てバウデッキへ行き、圧壊した船首部に浸水

がないことを確認した後、船外機が停止したので知り合いの船舶修理

業者に救助を依頼したものの、霧で視界が悪かったので船舶修理業者

と会合できなかった。 

船長Ｂは、その後、自身で船外機を修理し、１１時ごろ赤穂港に帰
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港し、病院で顔面打撲との診断を受けたのち、Ａ船の船舶所有者及び

海上保安部へ本事故の発生を連絡した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、船長Ａが、２１日２３時３０分ごろナブテックス及びイン

ターネットで入手した気象情報を確認したところ、視界が悪化する予

報及び風が強くなる予報がなく、また、２２日０１時１０分ごろ錨泊

した際、天候が晴れで風がなく、周囲の視程が約６Ｍであったので気

象が悪化することはないと思い、乗組員を休息させることとして守錨

当直を行っていなかった。 

Ｂ船には、レーダーがなかった。 

船長Ｂは、本事故当日の出港前に気象海象の情報を確認した際、波

と風の情報のみを確認し、海上濃霧警報及び濃霧注意報が発表されて

いることを見落としていた。 

船長Ｂは、出港前、ふだんは見える家島諸島（出港場所から約６

Ｍ）及び香川県小豆島（出港場所から約１０Ｍ）が見えず、また出港

後も前路の視程が約５０～１００ｍであったので、ふだんより視界が

悪いと感じていたが、同程度の視界で航行した経験があったので今回

も支障なく航行できると思い、ふだんどおりの速力である約２０kn

で航行したが、海上濃霧警報及び濃霧注意報が発表されていることを

知っていれば、速力を落として航行したと本事故後に思った。 

船長Ｂは、航行中、霧が発生しているとは思っておらず、Ａ船と衝

突した直後に周囲の霧に気付いたが、赤穂港の陸岸は見えたので、霧

がＡ船の周囲に局所的に発生していたのではないかと本事故後に思っ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ船は、赤穂港南方沖において、船橋を無人として船首を西方に向

けて錨泊中、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、霧で視界制限状態となった赤穂港南方沖を南東進中、船長

Ｂが、同程度の視界で航行した経験があったので今回も支障なく航行

できると思い、約２０kn の速力で航行を続けたことから、前路で錨

泊しているＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船に衝突したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、霧で視界制限状態となった赤穂港南方沖において、Ａ船

が錨泊中、Ｂ船が南東進中、船長Ｂが、約２０kn の速力で航行を続

けたため、前路で錨泊しているＡ船に気付くのが遅れ、Ｂ船がＡ船に

衝突したものと考えられる。 
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再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界制限状態で航行する船舶は、視界の状況に応じ、自船の操縦

性能を考慮して十分に減速すること。 

 ・出航前には気象海象情報を確実に入手し、海上濃霧警報及び濃霧

注意報が発表されている場合は、レーダーがないプレジャーボー

ト等は出航を控えることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

写真２ Ｂ船の損傷状況 


